
お客様相談室  

職員異動のお知らせ 
この度、１０月から清華苑養力センターの支援相談員とな

りました大前穂乃花と申します。 

今年の４月に入職し、半年間、清華苑養力センターの介護

員をしておりました。 

皆様にはご迷惑をおかけするかと思いま 

すが、少しでも早く皆様のお役に立てる 

よう精一杯頑張って参ります。ご指導ご 

鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

(支援相談員 大前穂乃花) 

 

 

インフルエンザの予防接種について 
 令和４年１１月８日、１４日にご入所中の対象のご利用者の方にインフルエンザ予防接種を行います。 

集団での生活の為、副作用が予想される方以外は皆さんに受けて頂きたいと思います。詳細は同封してお

りますお知らせをご確認の上、ご返送の程宜しくお願いします。 

※後期高齢者医療保険者証が令和４年１０月１日から新しい物に切り替わっています。新しい保険証を事

務所までご持参ください。コピーをさせて頂き、原本はご返却致します。 
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裏面もご確認お願い致します。 
 

 

「華だより」ブログにご利用者の日常を綴っております。

是非ご覧下さい。 

 

 

衣替えのお願い 
 

季節柄、涼しくなりましたので、カーディガン等の上

着のご持参をお願いします。施設のリース服をご利用

の方は、上着などはセットに含まれていない為、膝掛

けや上着の持参をお願いします。持参物には名前を記

入し、洗濯は定期的にご家族行って頂きますようお願

いします。 

木々の葉の色が変わり始め、秋の

訪れも目に見えてわかるようにな

ってきました。皆さまいかがお過

ごしでしょうか？ 

ご利用者の皆さまはお元気に過ご

されています。朝夕冷え込む季節

となりましたので体調にはお気を

付けください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事項につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当苑職員までお問い合わせ下さい。 

 

老人保健施設 清華苑養力センター  

お客さま相談室 

TEL  ０７８−９３４−００７０ 

FAX  ０７８−９３４−００５８ 

 

 

 

 
 

 

                           様 

 

下記の□欄にレ点のある方は、チェックされた文面をご確認下さい。 

 

□ケアプラン開示の日程調整について (担当：ケアマネジャー 大中) 

３ヶ月に１度、定期的に会議を開催し、ご利用者様の状態に基づき計画書を 

作成しております。 

ご家族様と二人三脚でよりよいケアを目指すため、直接お会いし、 

ご意向を伺いたいと思います。(計画書の開示は厚生労働省にて義務づけられています） 

  

ケアプラン説明の日程を調整させて頂きますので、当苑までご連絡下さい。 

（※メモ    月   日      14 時〜  会議を 行う予定です / 行いました） 

内容のご説明をさせていただきますので、上記会議日以降にご連絡下さい。 

  

 

□介護保険証の更新手続きについて (担当：ケアマネジャー 大中) 

   介護保険証の有効期限が迫っておりますので、更新手続きをさせて頂きます。 

   申請書と介護保険証（原本）をご持参下さい。 

   

 

□介護保険更新手続きの結果報告と 

介護保険証持参のお願い (担当：ケアマネジャー 大中) 

新しい介護保険証が届きましたら、当苑までご持参下さい。 

新しい要介護度での手続きをさせて頂きます。 

 

 

□入所期間の更新手続きについて  (担当：中本、松浦、大久保、竹本、大前) 

 入所受入れ期間の期限が迫っております（過ぎております）ので手続きが必要です。 

ご来苑される日時をご連絡下さい。（来苑時に相談室へお声かけ下さい） 

 

 

 

 

 


